
件名： 【感染症情報】南ダバオ州及びダバオ・デ・オロ州コンポステーラ市、エムポック

ス感染防止でマスク着用義務 

 

【ポイント】 

●イボンヌ・カガス南ダバオ州知事、ダバオ・デ・オロ州コンポステーラ市のレヴィ・エブダオ市長

は、５月２９日（木）、エムポックス感染防止のためマスク着用と健康プロトコルの遵守を義務づ

けました。 

●エムポックスの予防については、各自での感染予防対策が重要です。 

 

【本文】 

１ イボンヌ・カガス南ダバオ州知事はエムポックス感染防止のため州内の公共の

場でのマスク着用を義務づける州知事令第 20号に署名しました。同知事令は南ダバ

オ州マグサイサイ市でサエムポックス患者第 1 号が確認されたことを受けて発せら

れました。同知事令により、州内のすべての市場、公共交通機関、オフィス、学校、

教会、事業所などの屋内の公共及び閉鎖されたスペースでのマスク着用を義務づけ

ており、物理的な距離を保てない混雑した屋外エリア、医療施設、エムポックスの疑

いのある症例や確認された症例の世話をしたり、交流したりする場合にもマスク着

用が義務づけられています。同知事令に違反した場合、罰金、コミュニティサービス

またはその他の是正措置の賦課を含む既存の国内法および州の条例に基づく適切な

制裁の対象になると述べています。 

 

２ ダバオ・デ・オロ州コンポステーラ市のレヴィ・エブダオ市長は、エムポックス

感染防止のためマスク着用と健康プロトコルの遵守を義務づける市長令第 40号に署

名しました。同市長令は、市内すべての住民と個人に密閉された空間でのフェイスマ

スクの着用、物理的な距離の実践、アルコールベースの消毒剤の使用、適切な咳とく

しゃみのエチケットの遵守及び定期的な周囲消毒を義務付けています。違反者は、罰

金、コミュニティサービス、その他の是正措置を含む既存の法律や地方自治体の条例

に基づく制裁の対象になると述べています。 

 

３ エムポックスの予防については、各自での感染予防対策が重要ですので、以下の

予防法を心がけてください。 

 

●症状のある人の飛沫・体液等との接触を避ける。 

●エムポックスウイルスを保有する可能性のあるげっ歯類等のほ乳類（死体を含む。）

との接触を避け、野生の狩猟肉（ブッシュミート）を食べたり扱ったりすることを控

える。 

●石けんと水、またはアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行う。 

 

（参考） 

地元紙ニュース：サンスター・ダバオ 

https://www.sunstar.com.ph/davao/davao-del-sur-compostela-require-

residents-to-wear-face-mask 

地元紙ニュース：ミンダナオタイムス 

 

https://www.sunstar.com.ph/davao/davao-del-sur-compostela-require-residents-to-wear-face-mask
https://www.sunstar.com.ph/davao/davao-del-sur-compostela-require-residents-to-wear-face-mask


https://mindanaotimes.com.ph/davao-city-hall-of-justice-reinstates-face-

mask-mandate-amid-monkeypox-concerns/ 

厚生労働省検疫所 

https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/newpage_00033.html  

国立感染症研究所 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html  

 

４ また、万が一症状が発生した場合は、最寄りの医療機関で医師の診察を受けて下

さい。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・  

 この情報は、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに

自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくと

ともに、同居家族の方が本メールを受信していない場合は、在留届への

メールアドレスの登録、または当館メールマガジンに登録をお願いしま

す。  

 災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人

でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届（3 か月以上の

滞在）の届出、又はたびレジ（3 か月未満の滞在）の登録を、お知り合い

の方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。  

 

 在留届・たびレジ登録  

（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/O

RRnet/ ）  

 

（問い合わせ窓口）  

○在ダバオ日本国総領事館  

住所：4th Floor, BI Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Da

vao City  

電話：（市外局番 082）221-3100 / 3200 

FAX ：（市外局番 082）221-2176  

ホームページ：https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ind

ex.html  
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